
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
印
刷
誤
り
）終り

か
ら

九
上

二
葛
城
市

城
市

令和年月日 火曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
八
千
六
百
七
十
四
万
五

千
五
百
四
十
八
円
減
少
し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
五
月
九
日
で
あ
り
、
株
主
総

会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
四
月
七
日
に
終
了
し
て
お
り
ま

す
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

掲
載
頁

八
十
三
頁
（
号
外
第
一
七
七
号
）

令
和
七
年
四
月
八
日

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前
三
丁
目
五
番
七
号

パ
ラ
ゴ
ン
都
市
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

香
山

太
郎

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
千
万
円
減
少
し
一
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
四
月
八
日

長
崎
県
壱
岐
市

辺
町
諸
吉
二
亦
触
一
七
五
六
番

地
一

有
限
会
社
ア
グ
リ
ラ
ン
ド
い
き

取
締
役

川
﨑

裕
司

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
六
十
万
円
減
少
し
六
十
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
八
日

長
崎
県
佐
世
保
市
鹿
町
町
下
歌
ヶ
浦
七
九
三
番
地

二
三

合
同
会
社
西
海
観
光
企
画

代
表
社
員

前
田

勝
弥

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
五
五
〇
三
万
七
四
八
八

円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
億
五
五
〇
三
万
七
四
八
八
円

減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
〇
万
円
、
〇
円
と
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

株
主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
七
年
三
月
十
九
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
四
月
八
日

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
元
町
一
丁
目
二
六
番
二

一
号

堀
廻
産
業
有
限
会
社

代
表
取
締
役

栗
原

幸
一

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
十
一
億
一
千
百
八
十
三
万

一
千
八
百
九
十
五
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
十
五
億
二
千

百
四
十
九
万
九
千
二
百
七
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

資
本
金
の
額
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
三
月
二

十
六
日
開
催
の
定
時
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
し
、
資

本
準
備
金
の
額
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
同
年
二
月
二
十
日

付
の
取
締
役
会
に
お
い
て
決
議
を
い
た
し
ま
し
た
。な
お
、

効
力
発
生
日
は
、同
年
五
月
九
日
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
港
区
芝
公
園
二
丁
目
一
一
番
一
号

ソ
レ
イ
ジ
ア
・
フ
ァ
ー
マ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

荒
井

好
裕

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
十
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
八
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
前
地
三
丁
目
一
七
番

一
〇
号

竹
前
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

竹
前

優
子

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
三
丁
目
一
七
番
五
号

Ｔ
＆
Ｔ
ビ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

竹
之
内

勉

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ケ
谷
一
丁
目
五
番
六
号

株
式
会
社
有
電
社

代
表
取
締
役

宇
田

克
次

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
二
十
四
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
八
日

山
口
県
下
関
市
宝
町
一
一
番
五
号

山
口
パ
ト
ロ
ー
ル
警
備
株
式
会
社

代
表
取
締
役

新
貝

博
子

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
十
九
億
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
本
公
告
掲
載
の
翌

日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

ネ
イ
ピ
ア
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
五
千
二
百
八
十
万

円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001282/3i8y

/

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ｅ
Ｓ
Ｒ

Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ

Ｔ
Ｍ
Ｋ
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
企
業
年
金
基
金
は
規
約
型
企
業
年
金
へ
移
行
す
る
こ

と
に
よ
り
、
令
和
七
年
四
月
一
日
、
厚
生
労
働
大
臣
に
よ

り
解
散
の
認
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
の
で

当
基
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か

ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申

し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
八
日

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
大
川
町
二
番
一
号

三
菱
化
工
機
企
業
年
金
基
金

清
算
人

渡
邊

晃

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

当
企
業
年
金
基
金
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
厚
生
労
働

大
臣
の
認
可
を
受
け
基
金
の
解
散
の
認
可
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
当
基
金
に
債
権
を
有
す
る
者
は
、

本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
四
月
七
日
）
の
翌
日
か

ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申

し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
二
丁
目
二
番
一
号

昭
和
産
業
企
業
年
金
基
金

清
算
人

小
林
絵
美
子

取
消
公
告

令
和
七
年
一
月
二
十
一
日
三
十
頁
掲
載
の
吸
収
分
割
公

告
を
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
八
日

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
四
番
一
号
ニ
ュ
ー

オ
ー
タ
ニ
ガ
ー
デ
ン
コ
ー
ト
一
二
階

（
甲
）株

式
会
社
R
E
V
O
L
U
T
IO
N

代
表
取
締
役

砂
川
優
太
郎

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
四
番
一
号
ニ
ュ
ー

オ
ー
タ
ニ
ガ
ー
デ
ン
コ
ー
ト
一
二
階

（
乙
）株

式
会
社
R
E
V
O
L
U
T
IO
N
R
E
A
L
T
Y

代
表
取
締
役

齋
藤

洋
佑

取
消
公
告

令
和
七
年
二
月
十
四
日
（
号
外
第
三
十
号
）
掲
載
の
合

併
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
合
併
公
告
の
み
取

消
し
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
八
日

京
都
府
八
幡
市
下
奈
良
蜻
蛉
尻
九
番
地
二

（
甲
）
株
式
会
社
藤
原
運
輸
商
事

代
表
取
締
役

藤
原

眞
吾

京
都
府
八
幡
市
下
奈
良
蜻
蛉
尻
九
番
地
二

（
乙
）
株
式
会
社
ト
ー
タ
ス
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

田
中

一
也

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
（
号
外
第
六
十
八
号
）
公
布

政
令
第
八
十
七
号
（
国
会
議
員
の
選
挙
等
の
執
行
経
費
の

基
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
）
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